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争議団の意 向を認めなかったため、代理人受任依頼断念 を通告
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大変 お 世話 にな って お ります 。

私たちは、東芝貸金差別提訴 団を結成 して 1 9 9 5 年 に神奈川県地方労働委員会に「東

芝貸金資格差別事件」を提訴 し、2 0 0 1 年 4 月に地労委で、2 0 0 4 年 1 1 月に中労委

で労働 者 全 面勝利 命 令 を勝 ち とる こ とがで き ま した。 こ の勝 利 命令 は、 提 訴 団 、弁護 団 、

支援す る会 が団結 して、法廷、職場、社会的包 囲の 3 分野の闘いを成功 させ 、勝ち とって

きた もの で あ る と確 信 して い ます 。

しか し東 芝 は 、覚働委 員会 の命令 に従 わず 、東 京 地裁 に命 令 取 り消 しの裁 判 をお こ しま

した。不当配転事件を含めて 3 度 も断罪 され なが ら、全 く反省せず 、争議解決 の意志 を示

さない 会社 に対 して今 ま で 以上 に団が 団結 して 3 分野 の闘 い を進 めな けれ ば な らない と

考 えてい ます 。

現在 、団員 の中 で 3 名 が 団 に結集せず 、団費 も長 期 間納 入 してい な い とい う不 団結状 態

に あ ります が、 3 名 は 、現在 も団に籍 を置 いてお り団 の一員 です。

1 0 人で始 めた 「東芝貸金資格差別事件」は、個人 としての申立てになっていますが、

一つ の事件 と して進 め られ て お り、団 と して方針 を ま とめて 会社 と対 決 す る こ とが 大切 だ

と考 えて い ます。

私 たち は、裁 判所 対 応 で は、 地労委 、 中労委 の闘 い と同 じよ うに 、「団 と して方 針 を決

め、弁護 団、東芝 争議 を支援 す る会 と相 談 しなが ら対応 す る」 とい う従来 通 りの方針 で 望

むこ と を 確 認 して き ま した 。

その上で、東京地裁の裁判で も地労委、中労委で奮闘 していただいた弁護 団に引き続き

代理 人 を引 き受 けて い ただ くよ う、今年 早 々 か ら繰 り返 しお願 い して きま した。

しか し、 弁護 団か らは 、団 と しての意 向では 、弁護 団 と して 「代 理人 を受 任 で き ない 、

方針 は変 わ らない 」 とい われ て います。

東京地裁 は、補助参加人代理人が選任 できないまま、 3 回の口頭弁論が開催 され ました

が、裁判 長 か ら「異例 の措置 と して きた 」 といわれ た よ うに、代 理人 の早 期選 任 が 求 め ら

れてい ます。

弁論 準備 が 8 月 4 日にき ま る中で、団 と して 「代理 人 受任 問題 」 で繰 り返 し、議論 ・検
●討した結 果 、裁判 所 対応 の 中 で、「団 と して対応 す る」 とい う、 団 の意 向 が認 め られ な く

なる よ うで 軋 代理 人 の受任 依 頼 を断念 せ ざるを えな い とい う結 盛 に い た りま した。

団 と して は、今後 、非常 に 困難 にな る こ とも覚 悟 して い ますが 、新 た な体制 で裁判 での

勝利判決をめざす とともに、職場、社会的包囲の運動 を強吟、年内の争議全面解決にむ け

て全力で奮闘す る決意です。
なお 、横 浜 地裁 で の 「不 当配 転 事件 」 では 、引 き続 き奮 闘 して いた だ く事 を よ ろ し くお

願い いた します。・

以上
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